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令和２年第１回大洗町議会臨時会 

議 事 日 程 （第１号） 

 

令和２年５月１日（金曜日） 午後２時００分開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議案第３２号 大洗町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求める 

              ことについて 

       議案第３３号 大洗町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を 

              求めることについて 

       議案第３４号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承 

              認を求めることについて 

       議案第３５号 令和２年度大洗町一般会計補正予算（第１号）の専決処分につき承認 

              を求めることについて 

 日程第 ４ 議案第３６号 大洗町新型コロナウイルス感染症対策基金条例 

 日程第 ５ 議案第３７号 令和２年度大洗町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第 ６ 報告第 ２号 令和元年度大洗町土地開発公社の決算報告について 

 日程第 ７ 寄附の受入れについて 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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出席議員（１１名） 

      １番  小 沼 正 男 君      ２番  勝 村 勝 一 君 

      ３番  櫻 井 重 明 君      ４番  伊 藤   豊 君 

      ５番  石 山   淳 君      ６番  柴 田 佑美子 君 

      ７番  飯 田 英 樹 君      ８番  今 村 和 章 君 

      ９番  和 田 淳 也 君     １１番  坂 本 純 治 君 

     １２番  菊 地 昇 悦 君 

 

欠席議員（１名） 

     １０番  海老沢 功 泰 君 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

  町 長  小 谷 隆 亮       副 町 長  斉 藤 久 男 

  教 育 長  飯 島 郁 郎       町 長 公 室 長  小 沼 敏 夫 

  まちづくり推進課長  渡 邉 澄 人       総 務 課 長  清 宮 和 之 

  税 務 課 長  五 上 裕 啓       住 民 課 長  本 城 正 幸 

  福 祉 課 長  小 林 美 弥       こ ど も 課 長  小 沼 正 人 

  健康増進課長  佐 藤 邦 夫       商 工 観 光 課 長  長谷川   満 
 
  教 育 次 長 兼 
           高 柳 成 人       消 防 長  内 藤 彰 博 
  学校教育課長 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  田 山 義 明       議 会 書 記  栗 毛 由 光 
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○議長（小沼正男君） 会議開会にあたり、申し上げます。 

  今臨時議会は、屋内や人込みなど、お互いの距離が十分に取れない状況で一定時間いることが新

型コロナウイルスの感染リスクを高めると言われており、コロナウイルス感染拡大防止および傍聴

に来る方の健康を守る観点から、傍聴を自粛していただくことといたしました。 

  また、議員、執行部一同、新型コロナウイルスの予防および感染拡大防止のため、マスク着用に

て出席いたします。 

  続きまして、携帯電話をお持ちの方は、電源を切っていただくか、マナーモードに設定してくだ

さるようお願いいたします。 

  それでは、4月の人事異動で課長に昇格され、今回初めて議会に出席する職員の自己紹介をお願

いいたします。 

  はじめに、商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） 4月1日付で商工観光課長を拝命いたしました長谷川でございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。 

○議長（小沼正男君） 続きまして、茨城県庁より出向されてきましたまちづくり推進課長 渡邉澄

人君。 

○まちづくり推進課長（渡邉澄人君） 4月1日より茨城県庁から大洗町のほうに出向し、まちづくり

推進課長を拝命いたしました渡邉でございます。今後とも宜しくお願いいたします。 

○議長（小沼正男君） ありがとうございました。宜しくお願いいたします。 

 

 

開議 午後２時０１分 

          ◎開会および開議の宣告 

○議長（小沼正男君） ただいまの出席議員は11名であります。 

  これより令和2年第1回大洗町議会臨時会を開会いたします。 

 

 

          ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（小沼正男君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第128条の規定により、7番 飯田英樹君、8番 今村和章君を指名

いたします。 

 

 

          ◎諸般の報告 

○議長（小沼正男君） この際、諸般の報告をいたします。 
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  3月12日、4月22日、本日5月1日、全員協議会を開催いたしました。 

  4月22日、議会運営委員会を開催いたしました。 

  3月19日、4月7日、4月10日、議会広報編集委員会を開催いたしました。 

  監査委員から、令和2年2月、3月分の現金出納検査の報告がありましたので、その写しをお手元

に配付しておきましたのでご了承願います。 

  本日の議事日程および執行部出席者名簿をお手元に配付しました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

 

          ◎会期の決定 

○議長（小沼正男君） 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決定いたしました。 

 

 

          ◎議案第３２号ないし議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小沼正男君） 日程第3、議案第32号 大洗町税条例等の一部を改正する条例の専決処分に

つき承認を求めることについて、議案第33号 大洗町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決

処分につき承認を求めることについて、議案第34号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。 

  これより提案理由の説明を求めます。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） それでは、議案の説明に先立ちまして、コロナ感染防御について、自粛が高

まっているところでありますが、この緊急事態宣言後、町民の皆さん方には大変ご支援とご協力、

そしてご理解をいただきまして自粛に努めていただきましたこと、心から敬意と感謝を申し上げる

次第であります。 

  命を守り、また、それぞれの業を早くやっぱり活性化させていかなきゃならんというようなこと

で、一日も早く終息を図ることが求められているものというふうに思います。そういう取り組みの

なかで町民の皆さん方に大変ご不便をおかけしているところもあるだろうというふうに思いますし、

業界の皆さん方には大変厳しい環境に追い込まれているというようなことでございまして、改めて

そういうことを強く認識をした上で、今後とも一層また力を注いでまいりますので、どうぞ宜しく

お願いを申し上げます。 

  それでは、議案第32号から議案第34号の専決処分3件につきまして、地方自治法第179条第1項の規
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定により専決処分したので、同条第3項の規定によりまして報告し承認を求めるものであります。 

  1ページをご覧いただきます。 

  議案第32号 大洗町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについ

ては、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正について令和2年3月31日付で専決処分したもので

あります。 

  主な改正の内容といたしましては、個人町民税について、未婚のひとり親家庭に対する税制上の

措置および寡婦（寡夫）控除の見直し等を行い、全てのひとり親家庭に対して公平な課税を行うも

のであります。 

  また、たばこ税につきましては、軽量の葉巻たばこを紙巻きたばこと同等の税負担にするなどの

措置を講ずるものであります。 

  さらに、固定資産税においては、所有者不明土地等に係る課税解決に向けて、調査を尽くしても

所有者不明の資産について、その資産の使用者を所有者とみなす措置や所有者が希望している場合

における現所有者に対し、賦課徴収に必要な事項を申告させる措置を講ずるものであります。 

  次に、50ページをお開きいただきます。 

  議案第33号 大洗町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めること

についても地方税法等の一部改正に伴いまして、所要の改正について、令和2年3月31日付で専決処

分したものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、地方税法等の改正に伴う引用条項の整理を行うという内容で

ございます。 

  次に、57ページをご覧いただきます。 

  議案第34号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求める

ことについても地方税法等の一部改正に伴いまして、所要の改正について、令和2年3月31日付で専

決処分したものでございます。 

  本案につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正について、令和2月3月31日付で

専決処分したものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、基礎課税額の限度額について、医療費分を2万円、介護分を1

万円引き上げるものであります。 

  また、低所得者世帯に係る保険税の負担を軽減するため、5割および2割軽減措置の対象となる所

得水準を引き上げ、対象の世帯の範囲を拡大するという内容でございます。 

  以上が議案第32号から議案第34号までの3件につきまして説明を終わらせていただきますが、詳

細につきましては、お手元の議案書によりましてご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い

をいたします。 

○議長（小沼正男君） 提案理由の説明が終わりました。 

  議案第32号 大洗町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて

質疑を行います。ありませんか。坂本議員。 
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○１１番（坂本純治君） ちょっと確認なんですけども、固定資産税のほうもこのなかに入っていいん

ですよね。32号のなかに入ってるんですが、いろいろこの中に項目が分かれているんで、どういう

ふうに質疑していいかわからないんですが、はじめから、ちょっとほかはいいんですが、固定資産

税についてお尋ねしたいのはですね、今回、①、このペラのほうで簡単な書き方がありますけども、

このいわゆる使用者不明、使用者というか持ち主不明の土地、いわゆる何代にもわたって名義が変

わっていないという、そこにあわせて現在の使用者に対して課税できることになるということなっ

てますけども、国のほうの法的な根拠、ここは何かその大きな変化があったとか、またはその使用

者自体が第三者の場合はどのようにされるのか、課税対象としてどういうふうにするのか、そこの

ところの隙間がどういうふうになっているかだけ、確認のためにお尋ねをしたいと思います。 

○議長（小沼正男君） 税務課長 五上裕啓君。 

○税務課長（五上裕啓君） 坂本議員のご質問にお答えします。 

  今回提出させていただきました改正条例ですが、こちら、地方税法の改正により、所有者不明土

地の解消に向けた措置の追加ということで、大きく2点改正なっております。 

  法的根拠は地方税法なんですけども、2点目の第三者が使用している場合でございますが、そちら

の法整備のほうも進んでおりまして、ただ、今回の条例の改正の対象にはなっておりません。 

○議長（小沼正男君） 坂本議員。 

○１１番（坂本純治君） わかりました。そうすると、これをちょっと読み解くと、ここに書いてあ

るペラのほうで、ちょっとこっちのほうは法的な読み方なるんでしょうが、読み解くと、そこまで

どうなってるかっていうのがはっきりわからないような書き方されているので、ですからそこは今

回に関しては、いわゆる同じ家族、またはその系図の方が使っている場合には使用者としてのいわ

ゆる課税ができるということに限定されるということでよろしいんですか。お尋ねします。 

○議長（小沼正男君） 税務課長 五上裕啓君。 

○税務課長（五上裕啓君） 再度の質問にお答えします。 

  議員のほうから今使用している家族のこと、相続人とかそういうことだと思いますが、を指すの

かということですが、そういったケースを想定しております。 

○議長（小沼正男君） ほかにないですか。菊地議員。 

○１２番（菊地昇悦君） 議案第34号ですが、この専決処分は3月31日ということでありまして、その

前にいろいろ・・・ 

○議長（小沼正男君） すいません、32号で今やってます。 

  ほかにありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） なければ、以上で質疑を終了いたします。 

  討論はありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第32号 大洗町税条例等の一部を改正する条例の専決処分につき承認を

求めることについて、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第32号は、原案のとおり決し

ました。 

  続きまして、議案第33号 大洗町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を

求めることについて質疑を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） 以上で質疑を終了いたします。 

  討論はありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第33号 大洗町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分につき

承認を求めることについて、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第33号は、原案のとおり決し

ました。 

  続きまして、議案第34号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承

認を求めることについて、質疑を行います。菊地議員。 

○１２番（菊地昇悦君） 先ほどはちょっと先走ってしまいましたが、3月31日の専決ということであ

りますが、その後いろいろコロナ問題ではね深刻度が増してきているということでありまして、今

日提出ということに、この専決については今日提出ということでありますが、国保のこのなかで傷

病手当というのが今までなかった。今度は専決処分で国のほうで傷病手当をつけなさいという話に

なった。これについてね、この今回の処分に間に合わなかったかもしれませんけども、どういう扱

いになっているのか伺います。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） では、国保の傷病手当関係のことについてのご質問にお答えさせていた

だきます。 

  今回、コロナウイルス関係で国保の方で罹患してしまって収入とかが落ちてしまった方について、

その収入の3分の2を傷病手当として給付するという形のものが国のほうでいわれております。 

  今回、専決処分という形ではちょっと間に合わないでしまったんですけれども、大洗町のほうは

今のところ、まだコロナ罹患者が出ていないということで、このまま罹患者が出ない状態であれば6

月議会のほうに上程をさせていただきたいと考えております。そこまで不幸にもちょっと出てし

まった場合には、専決対応ということで、その前に遡ってその方が傷病手当を受けられるような形

で、こちらのほうでその方に不利益にならないような形の手続で進めさせていただきたいと思って

おります。以上です。 

○１２番（菊地昇悦君） 了解しました。 

○議長（小沼正男君） ほかにないですか。勝村議員。 

○２番（勝村勝一君） お尋ねいたします。今回、条例改正ということで、改めて第2条第2項、ただ
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し書中61万円を63万円に改めると、2万円増ということになりますけども、新たに16万円を17万円に

するということで、対象的な方で人数はどのぐらいかちょっとお尋ねしますけども、宜しくお願い

いたします。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） 議員の質問にお答えいたします。 

  今現在、今年の分なんですけれども、今年の分96万が上限ということになっておりまして、そこ

のところでいくと世帯としては21世帯、それが99万円に上がったところで、99万円の世帯が19世帯

になります。ただ、今回の改正のところで、改正前と改正後、収入のところもありますけども、そ

の間のところに入ってこられる方というのが21のところから、ごめんなさい、失礼しました。改正

前が26世帯ですね、が22世帯に変わりますので4世帯分、上限の方の世帯数は減りますけれども、そ

の減ったというところは、その96万から99万の間の3万の中に入ってくる世帯が4世帯あったという

ことになります。なので、今現在96万にすると22世帯の方が該当ということになります。 

○議長（小沼正男君） 2番 勝村議員。 

○２番（勝村勝一君） 改正前は96万で26名、よろしいですね。改正して99万で22名、マイナス4とい

うことで間違いないですね。了解しました。今後、大変な部分もあるかもしれませんので、新型コ

ロナウイルスね、非常に疲弊していますので、十分な対処のほうも宜しくお願いしたいなと思って

質問をさせていただきました。宜しくお願いします。終わります。 

○議長（小沼正男君） ほかにないですか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） なければ以上で質疑を終了いたします。 

  討論はありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第34号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分に

つき承認を求めることについて、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          〔「異議あり」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） 異議がありますので、議案第34号 大洗町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の専決処分につき承認を求めることについて、起立採決を行います。 

  お諮りいたします。原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（小沼正男君） 起立多数であります。したがいまして、議案第34号は、原案のとおり決しま

した。 

 

 

          ◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小沼正男君） 続きまして、議案第35号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第1号）の専

決処分につき承認を求めることについて、議題といたします。 
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  これより提案理由の説明を求めます。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） 議案第35号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第1号）の専決処分につき

承認を求めることについて、提案の理由をご説明いたします。 

  2ページをお開きください。 

  4月1日付にて専決処分いたしました令和2年度大洗町一般会計補正予算（第1号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ85億7,700万円とするものでございます。 

  4ページをお開きください。 

  歳出の補正内容についてご説明いたします。 

  商工費の商工振興費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の負担

を軽減するため、中小企業信用保証法の規定に基づく大洗町の認定を受けた茨城県パワーアップ融

資を受けた事業者に対し、信用保証料の5割を補助する費用として800万円を追加計上するものでご

ざいます。 

  これら歳出を賄う財源といたしましては、繰越金の800万円を追加し、歳入歳出それぞれ800万円

を追加するものでございます。 

  以上が議案第35号の内容でございまして、地方自治法第179条第1項本文の規定により専決をいた

しましたので、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、承認を求めるものでございます。宜しくお

願いいたします。 

○議長（小沼正男君） 提案理由の説明が終わりました。 

  議案第35号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第1号）の専決処分につき承認を求めることに

ついて質疑を行います。ありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） なければ、以上で質疑を終了いたします。 

  討論はありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。議案第35号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第1号）の専決処分につき

承認を求めることについて、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第35号は、原案のとおり決し

ました。 

 

 

          ◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小沼正男君） 日程第4、議案第36号 大洗町新型コロナウイルス感染症対策基金条例を議

題といたします。 
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  これより提案理由の説明を求めます。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） 議案第36号 大洗町新型コロナウイルス感染症対策基金条例につきまして、

提案の理由をご説明いたします。 

  本案につきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止し、町民の生命および生活を守る

とともに地場産業を守る総合的な施策を迅速に推進するため、本条例を制定するものであります。 

  制定の内容といたしましては、基金の原資として一般会計歳入歳出予算で定める額のほか、基金

への積み立てを指定した寄附金を積み立てるものとして、新型コロナウイルス感染症対策に関する

施策の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができるという内容の基金

でございます。 

  この基金を全てこの活性化対策、あるいは町民の生活の安定に資するというようなことで使って

いけるような歩みを強めていこうという内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  議案第36号の説明を終わりますが、詳細につきましては、お手元の議案書によりご審議の上、適

切なる議決を賜りますようお願いいたします。 

○議長（小沼正男君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより、議案第36号 大洗町新型コロナウイルス感染症対策基金条例について質疑を行います。

ないですか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） なければ、以上で質疑を終了いたします。 

  討論はありませんので、これより採決をいたします。 

  お諮りいたします。議案第36号 大洗町新型コロナウイルス感染症対策基金条例について、原案

のとおり決することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第36号は、原案のとおり決し

ました。 

 

 

          ◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（小沼正男君） 日程第5、議案第37号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第2号）を議題

といたします。 

  これより提案理由の説明を求めます。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） それでは、議案第37号について、提案の理由をご説明いたします。 

  令和2年度一般会計補正予算第2号につきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1

7億3,100万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ103億800万円とするものでござい
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ます。 

  本補正予算案は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る経費や国・県が行う緊急経

済対策関連事業に歩調を合わせた事業等、町として迅速に取り組むための予算を計上したものでご

ざいます。 

  5ページをお開きいただきます。 

  歳出の主な補正内容でございますけれども、総務費の特別定額給付金事業費につきましては、国

が進めております新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国民1人につき10万円を給付する

特別定額給付金を迅速に給付するというものであります。 

  関係経費として16億9,394万8,000円を追加計上いたしました。 

  財源につきましては、全額国庫支出金で賄われます。 

  民生費の児童措置費につきましては、国の経済対策の一環として、子育て世帯の生活を支援する

ため、児童手当を受給する世帯に対して給付する子育て世帯臨時特別給付金を迅速に給付できるよ

うに、関係経費1,876万6,000円を追加計上するものでございます。 

  財源につきましては、こちらも全額国庫支出金で賄われます。 

  6ページをお開きください。 

  衛生費の予防費につきましては、高齢者の方などへマスク配布をしたわけでありますが、それに

係る経費や町民への除菌電解水配布に係る経費、また、役場庁舎内の感染防止対策としての受付カ

ウンターに飛沫防止対策パネル設置に係る経費などについてですね、合わせて430万7,000円を追加

計上するものでございます。 

  新型コロナウイルス感染症対策基金費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、

株式会社ＴＫＣ様よりいただいた寄附金を、さきの議案で提案いたしました新型コロナウイルス感

染症対策基金へ積み立てるものでございます。 

  商工費の商工振興費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが急減に

より廃業や倒産が懸念される中小企業、個人事業主に対して、必要な資金を貸し付ける新型コロナ

ウイルス感染症対策資金貸付金制度が県が創設したことによりまして、県と町が協調してですね事

業を進めるため、県が4分の3、町が4分の1を負担する経費として950万円を追加計上するものでござ

います。 

  また、観光協会の事業者支援事業補助金についてはですね、新型コロナウイルス感染症により売

り上げが減少している事業者をクラウドファンディングを活用して支援する大洗観光協会の新たな

取り組みに対しまして、事業費4分の3補助するため、195万円を追加計上するものでございます。 

  消防費の常備消防費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、救急隊が出場時に

着用する感染防止衣を追加で購入する費用として62万7,000円を追加したものでございます。 

  教育費の事務局費につきましては、3月の学校臨時休業期間に発注された学校給食パン、米飯、メン

委託加工賃の補助金としてですね41万1,000円を追加計上するものでございます。 

  財源につきましては、4分の3が全国学校給食会連合会からの補助金で賄われるものでございます。 
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  また、学校財産管理費につきましては、祝町幼稚園の新型コロナウイルス感染症対策について、

空気清浄機を購入する費用として49万1,000円を追加計上したものでございます。 

  財源につきましては、全額県支出金で賄われます。 

  4ページに戻りまして、これらの歳出を賄う財源といたしましては、国庫支出金で17億1,271万4,

000円、県支出金の49万1,000円、寄附金100万円、繰越金1,648万8,000円、諸収入が30万7,000円を

追加しまして、歳入歳出それぞれ17億3,100万円を追加補正するという内容でございます。 

  以上が議案第37号の提案理由でございまして、詳細につきましては、お手元の議案書によりご審

議をいただきまして、適切なる議決を賜りますようお願いをいたします。 

○議長（小沼正男君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより、議案第37号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第2号）について質疑を行います。

ないですか。12番 菊地昇悦君。 

○１２番（菊地昇悦君） 2つの点で伺いますが、まず、先ほど説明がありましたが、給付金の受け

取りについてであります。この説明資料では、窓口における給付も認めるというふうになってます

が、どうもそこら辺がはっきりしなくて、銀行に行ってもらうというようなことも、銀行に行って

受け取ってもらうというような話もされましたね。いろいろ手続はやるんだけれども、それはあく

までも銀行に行くんだと。これ、正確にはどちらなんですか。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） 窓口の受付の仕方という形でご説明させていただきます。 

  窓口で受け付けて銀行に行くというわけではなくてですね、窓口で受け付けていただいたものは、

うちのほうで処理をさせていただきまして、何月何日以降にお金が準備できますので、役場の窓口

のほうに取りに来てくださいという形でご通知を差し上げる形をとらせていただきます。銀行にと

いうところは、多分振込みだと銀行に行かなくちゃならないというお話があったところのあれかな

と思いますので、うちのほうでそのまま現金給付を銀行に取りに行ってくれということはないとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（小沼正男君） 12番 菊地昇悦君。 

○１２番（菊地昇悦君） 人口がね1万7,000超えているでしょうけども、こういう方々に給付すると

いうことなれば、様々な問題が出てくると思う。ここに示された以外にも困ったなというような様々

な問題がね発生すると。ですから、これを基本にしながらも、是非その方々、特に弱者の方々、こ

ういう方々に寄り添った形で給付をして、これ、楽しみにしていますから、是非そういう方向でも

取り組んでもらいたいというふうに思います。 

  次にもう1点ですが、今度の予算ではコロナ対策ということで重点的な予算でありますが、感染

拡大の防止ということで駐車場なども全てストップしていると。大洗町に来てもらわないように、

そんな取り組みがされているということでありますが、ゴルフ場はですね、これは自粛要請の対象

施設なのかどうかということを伺います。 

○議長（小沼正男君） 商工観光課長 長谷川満君。 
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○商工観光課長（長谷川満君） 菊地議員の質問にお答えいたします。 

  ゴルフ場につきましては、茨城県の休業要請の対象とはなっておりません。以上でございます。 

○議長（小沼正男君） 12番 菊地昇悦君。 

○１２番（菊地昇悦君） 休業要請なってないから県外から車がどんどん来てますよね。今、県境を

越えないでというのが国でも、あるいは各県でもそういう方向で取り組んでいると。なかには県境

で検温するというようなところも出ている。大洗町でも徹底して大洗の海にも来ていただかないよ

うな、そういう取り組みをしているなかで、1カ所だけポツンと自由にそこに来れるというような姿

がある。これはどうなんだろうかと、おかしいんじゃないかというふうな声が私も伺っている。特

にパチンコ店なんかは目の敵のようにされてね、公表までされているのに、ゴルフ場は平気で、平

気っていうか自由に出入りできているという、こういう在り方は正しいんだろうかと。みんな一生

懸命、今、感染拡大の防止、子どもたちは学校に行くのを我慢している、家庭に閉じこもっている

というなかでね、なぜ大人たちがああいう姿で遊んでいるのかということは納得できないんですよ。

これは県に対して申し入れをしたんですか。 

○議長（小沼正男君） 商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） 休業要請を行う業態・業種につきまして町から要請を行ったという

ことは今のところございません。 

○議長（小沼正男君） 12番 菊地昇悦君。 

○１２番（菊地昇悦君） 要請はしてないんだな。すると、茨城県全体のゴルフ場がそういう自由に

県外から来てるということにもなるのかもしれません。私は県全体わかりませんけども、大洗の2

カ所のゴルフ場には、きっちりとこのゴールデンウイーク中、まさに大型連休じゃなくて、そうい

う方々にとってはゴールデンウイークになるんでしょうけども、自由に出入りできていると。片方

では一生懸命やって、片方ではそれにこだわらないでねやっているという、この在り方は、やはり

見直すべきではないのかなというふうなのが町民の方のなかから出てるんです。本当に高齢者の一

人暮らしの方々は、これまでの毎日の暮らしから一変して、一人で家の中に閉じこもって毎日の暮

らし面白くないと、楽しくないというような、我慢しているんですよね。ですから、そういうこと

から考えても、その在り方というのはやっぱり考えなきゃいけないんじゃないですか。大洗では、

もう完全に駐車場封鎖してるんだけども、あそこだけは自由に出入りっていうのは、これはやっぱ

り県とよく協議する必要があると思うんですよね。町長はどう思うんですか、これは。 

○議長（小沼正男君） 町長 小谷隆亮君。 

○町長（小谷隆亮君） ご指摘をいただいておりますように、茨城県の休業要請の施設には入ってな

いというようなことなんですけれども、できる限りですね、やっぱり他県からおいでいただく方は

自粛をしていただくというような町からもお願いをしているところでありまして、その趣旨に沿っ

て皆さん方、ご努力いただいているというようなことであります。 

  先だって、知事との懇談会のなかにおいてもですね、大洗、例えば4月になりましたらホテル、

旅館、民宿、全てその宿のほうはですね休業の要請の施設には入ってませんけれども、そういう自
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粛に応えて、それぞれが対応して、ほとんど眠っている状況にあるというようなことをお話させて

いただいて、できればそういう休業の要請地域として採用していただけないかと、こういう話も知

事のほうにはお願いしてきたところであります。しかしながら、そういう宿のほうについてはです

ね、なかなか入れることは難しいというようなこともありました。 

  今、議員からご指摘いただいているようにゴルフ場、どういうふうな今、環境にあるかという、

私も実は休みの日にシャーウッドのゴルフ場、大洗ゴルフ場を見てきました。大体、車のナンバー

を見ますと、県外の車が非常に多いというようなことを踏まえてですね、この連休中、できるだけ

自粛をしていただくお願いを強めていきたいというふうに今考えているところでありますので宜し

くお願いいたします。 

○議長（小沼正男君） 菊地議員、3回目なので、次の方にいきます。ほかにありませんか。坂本純

治君。 

○１１番（坂本純治君） ゴルフ場とは関係ありませんが、歳出、特別定額給付金についてお尋ねを

したいんですが、今回、この歳目見ていますと、職員手当、旅費、需用費いろいろあります。また

はその電算関係の委託費、いろいろなものがあって、全て国庫支出金ということになっております

が、先ほど説明をいただきました。全協のなかで説明いただきましたけど、いわゆる本来のこの人

件費で考えてみましても、やっぱり200万8,000円という金額になりますけども、これで本来賄える

のかどうかということですね。先ほどからお話聞いたなかで、答弁もいただきましたけども、全協

のなかでですね、窓口業務として電話対応、またそのほかのコロナ全般的なものも含めてね、多分

いろんな意味でもっと電話が掛かってくるんだろうと思います。こういったもので本当に賄えるの

かどうか、そこの給付金だけの話に絞りましたけどね、その辺はどのように、現実論としての算定

はどのように考えられて、国からのいわゆる予算としてのこういう金額なりますというのが多分内

示が来て、こういう数字になったんだろうと思いますが、このあたりの乖離がどういうふうになっ

ているか、現場としてどういうふうに感じているかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） では、予算関係のところ、人件費というところにスポットを当ててお話

させていただきたいと思います。 

  今回、こちらのほうの時間外手当のほうですけれども、先ほどご説明させていただいた特別定額

給付金対策室ですね、そちらのほうの職員が5月・6月に通常業務プラス3時間の時間外プラス休日が

8時間勤務をして10日間ということで計算をさせていただいております。先ほど議員のほうからご指

摘がありましたとおり人数的っていうか頭数的に足りているのかというところなんですけれども、

そこのところは、この6名の体制で全部のことが賄えて、役場本体のほうにご迷惑をおかけしないの

かといわれると、やはりどうしてもそこはおかけしてしまうようになってございます。今回、来週7

日から職員のほうも役場の業務を止めないということで交代勤務というところを進めてございます

けれども、その少ないなかで、やはり少しでも早く住民の方に生活の安定をということで、職員の

ほうは一生懸命やっておりますけれども、役場全体としてもそのいろいろ今後、定額給付金でやは
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り問い合わせとかがかなり来て、そこで通常業務を圧迫されているというところは少なからずある

のかなというところでは思っておりますけれども、やはり皆様のところに少しでも早くというとこ

ろで進めさせていただいているので、予算以上に役場の職員は頑張っているというところでご理解

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（小沼正男君） 11番 坂本純治君。 

○１１番（坂本純治君） 交代制がね今回、ホームワークのほうに変わっていく方もいたり、いろい

ろ働き方も変わってきてる。そのなかでさらに忙しい部署ができる。にもかかわらず、国のほうの

算定根拠は、あまりそういう大きなものがない。5月・6月だけで3時間掛ける何日とか、休日出勤が

8時間で10日間ですよね。そういう形のなかで、果たしてそれで可能なのかどうか。皆さんたちが、

私が言いたいのは、皆さんたちが頑張っている頑張ってないではなく、ちゃんとしたやはり仕事の

量っていうのはあると思うんですよ。算定根拠があって、そのなかで皆さんたちに過分なる負担を

させないというのも今回の目的としてはやっぱり大事なんだろうと思うんです。皆さんたちが働け

なくなったらどうするんですかって、こういうことですよね。ですから、そこも含めて、やはり例

えばもうこれから、電話の本数が4本云々って話がありましたけども、足りる足りない別問題として、

皆さんもちゃんと計算されてるんだろうと思いますけども、そのなかで皆さんたちが働く上で無理

のない、やはりフローを考えていかないと、今回どこかに無理があると何らかの形かでやっぱり支

障があると。今回は、未曾有の誰もわからないような経験ですから、だからといってきっちりやっ

てくださいということじゃないですが、余裕をもって、やはり町のほうのあとは横断的な仕事とい

うのも総務のほうは含めてね、私は考えていただきたいなというふうに意見を申し上げて質問は終

わります。以上です。 

○議長（小沼正男君） 2番 勝村勝一君。 

○２番（勝村勝一君） 学校関係でちょっと質問させていただきますけども、新年度始まってね学校

に行けないという、十分なことがありますけども、対処の仕方として、他市町村では先生方が家庭

訪問して週に1回とか2回とか訪問してるというような取り組みをしていますけども、大洗町として

学校教育としてどのような対処をしているかお尋ねをいたします。新年度始まってね大変な事態に

なってると思いますけども、新型コロナウイルスのあれで十分な勉強ができない部分がありますけ

ども、どのような対処をしているかお尋ねをいたします。 

○議長（小沼正男君） 教育次長兼学校教育課長 高柳成人君。 

○教育次長兼学校教育課長（高柳成人君） 勝村議員のご質問にお答えをいたします。 

  現在ですね、ご案内のとおり5月31日まで臨時休業ということで学校のほうはお休みをしている

状況でございます。5月1日、今日でございますが、登校日ということで、5月中の登校日は今日を含

めまして5月22日ということで2日間ですね登校日のほうを設けてございます。 

  この登校日の状況でございますけども、まず子どもたちの健康面の確認ですね。と同時にですね、

休業期間中に学んだ学習の進み具合の確認ということを中心にですね子どもたちの様子を確認して

いるところでございます。また、更に5月22日におきましても同様な対応で子どもたちの状況をです
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ね確認するとともに、学校のほうからは電話で確認であったりとか、家庭訪問であったりとか、そ

ういったところで子どもたちの様子をですね逐一整理をしながらですね対応しているところでござ

います。以上です。 

○議長（小沼正男君） 2番 勝村勝一君。 

○２番（勝村勝一君） 課長、ありがとうございます。やっていただいているということで、十分な

ね子どもたちのケアをお願いしたいなと思ってますし、新学期になってね学校に行けないというの

は、十分子どもたちには負担がものすごくかかっていると思いますので、その点のケアをお願いし

たいなと思ってますし、これ、どこまで続くかちょっとわかんないんでね、100年前のスペイン風邪、

大変な事態がありました。茨城県でも7,000人以上死んでるというようなこともありますので、今、

第1波です。第2波、第3波、来るかもしれないし、そこら辺の対処の仕方をね十分にお願いしたいと

思います。 

  大洗、まだ出てません。ずっとゼロでいきたいと思いますので、その点宜しくお願いしたいと思

います。先ほど菊地議員から出ましたけども、他県ナンバー来てます。大洗に別荘があって、うち

の近くで、東京から来てる車もありました。本当は来ないでいただきたいなと思ってますけども、

ゴルフ場のそばの別荘ですけども、今朝回ってきましたら車2台入ってました。東京ナンバーです。

そういうのは十分ね、強い姿勢で止めないと、もしかしたら感染する可能性もありますし、宜しく

お願いしたいなと思います。うちは今、出たゴルフ場のすぐ隣でありますので非常に恐いです。やっ

てます。本当に、緊急に止めていただきたいなと思いますし、十分にお願いしたいなと思います。

海岸線はね、早めに看板立てていただきましたので、ありがとうございました。今後とも宜しくお

願いしたいと思います。たまに第3サンビーチのほう、ハマグリ採りで入ってる部分もありましたけ

ども、今日はちょっと見に行ってませんでしたけども、十分に気をつけないとね、今、採れますか

ら、その辺の対処の仕方も宜しくお願いいたします。何かあれば答弁お願いします。 

○議長（小沼正男君） 勝村議員、予算と関係のない話は後でやってください。今、予算の話をして

ますので。 

  ほかにないですか。3番 櫻井重明君。 

○３番（櫻井重明君） 特別定額給付金の申請書の代理人についても聞いてよろしいでしょうか、今。

よろしいですか。この代理人の概念なんですけども、まず、今、手元に見本があるんですが、申請

請求っていうのがまず一番上。次が受給。申請請求及び受給って3つあるんですけど、この受給とい

うものを設けているということは、受給自体の代理人も想定しているということなのかなと思うん

ですが、先ほどの全協の時に、窓口に申請書を持参する人がいると。その場合には対応を行うとい

うことなんですけども、この代理人というものは、そこの受給をするとか、あとはこの代理人をど

の辺まで考えているのか。先ほど聞いたのは、施設の方ならばオッケーだといったんですが、もう

ちょっと詳しくわかってないと、誰でも代理人になれてしまうのかな、もしくはそこで手数料とし

てお金をもらってしまう人もいるのではないのか、そういったことも懸念されるんですけども、そ

こについての答弁をお願いします。 



- 19 - 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） 代理人の受給がどのぐらいの方ができるのかというところなんですけど

も、すいません、ちょっと資料のほうを置いてきてしまったんですけれども、当初ベースの資料の

なかでよると、ご家族、同一世帯の方ですね、同一世帯の方は問題なく受給をすることができると。

それ以外のところは、施設とかに入っておられる方の施設の管理者が申請書を代筆で書いてあげて、

本人の口座に入れるというところは問題なくできるというところでの資料のほうはちょっと確認さ

せてはいただいたんですけれども、本人のほうの代理人の方が家族の方であれば家族の口座に入れ

ることはできるんですけれども、ちょっと施設の方が施設の口座に入れるのができないというとこ

ろで私のほうでちょっと理解はしているんですけれども、ちょっと確認が今ちょっとできないので、

また改めてちょっとご説明させていただくということでよろしいでしょうか。 

○３番（櫻井重明君） じゃあ今、先ほど課長おっしゃったのが、法定代理人のことで、任意代理人

については全く記載がなくて、どういった基準なのかわからないので、その辺はじゃあ後で教えて

ください。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） では、議員の皆様宛に情報連絡を流す時に、こういう形のもので決まっ

ておりますということで資料のほうを後でお配りさせていただきたいと思いますので、宜しくお願

いいたします。 

○議長（小沼正男君） ほかに。4番 伊藤 豊君。 

○４番（伊藤 豊君） 同じ特別定額給付金と、もう1点あるんですけど、先に給付金のほうからで

す。 

  先ほど国からのキャッシュフローの問題で3回ぐらいに分けて来るんじゃないかといったところ

で、国民全員に給付するというのがこの事業の趣旨だと思うんですけど、これを大洗町としては、

最後の最後まで1人まで届けるというところを目標にすると思うんですけど、もしこれ残ってしまっ

た場合って、国にそのまま返却なのか、町税の収入としてカウントするのかというのは、どちらで

しょうか。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） お金の流れというところなんですけれども、今回、まだちょっと国のほ

うから正式な補助金要綱とかが出てはいないんですけれども、その前に調査ものがございまして、

大洗町16億7,000万のなかで5月中には10億は欲しいということで回答をしております。事務費につ

いても約2,300万の中の1,500万は当初ベースでいただかないと、ちょっと事業が回らないというこ

とで調査ものが出させていただいているんですけれども、それに基づいて交付申請ないしの概算払

いというところで5月中、6月、7月と月を分けてこちらのほうの概算払いを受けるというところでの

お話は聞いてございます。 

  3カ月、申請期間が終わりまして、そのなかで申請書のなかで10万円いらないという方プラス連

絡がつかない、通知が戻ってきてしまうという方も含めますと、前回の定額給付金1万2,000円の時
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なんですけれども約1割の方は未申請という形で事業が終了しております。うちのほうとしても、や

はりお渡しできるものはできるだけ調査してお渡しするという形はとらせていただきたいと思うん

ですけれども、どうしても見つからないとか、実際いないとかという方ができてしまって余ってし

まうと。そのお金については、最後、全額概算払いでいただけるわけではないので、精算した時に

多くもらっていれば戻しますし、逆に少なくもらっていれば向こうから少ない分がいただけるとい

うところでの精算という形になるということでご理解いただきたいと思います。宜しくお願いしま

す。 

○議長（小沼正男君） 4番 伊藤 豊君。 

○４番（伊藤 豊君） その最後の最後の給付なんですけど、まず5月11日に郵送で開始したいとい

うとこで、8月12日という期限が国のほうでも示されているんですけど、連絡つかない、任意でいら

ない人は返信するか、もっとも申請しないかというのもあるんですけども、弱者だとわかるような

方っていうのはいらっしゃいますよね。きっと民生委員が見回りに行かれているようなとか、そう

いうところというのは、民生委員だったり、町内会長だったりっていうものを活用する気はあるの

かと。本来であれば自ら辞退するような人ではないんだろうなという、感覚かもしれませんが、そ

ういう時に、先ほど櫻井議員の質問のなかにもあったんですけど、総務省のホームページのあれは

代理申請は自分でできない方は親類または民生委員、町内会長などの補助を受けるとかっていうの

がＱ＆Ａで書いてあるんですけど、この申請に対しては大洗町は町内会長や民生委員を活用する気

はあるかどうかというのをお伺いします。 

○議長（小沼正男君） 住民課長 本城正幸君。 

○住民課長（本城正幸君） そうですね、最終的な期限が迫ってきた時の申告を促すというところなん

ですけれども、今現在、私たちのほうの事務ベースで考えているのは、5月・6月は大体の方が申請

をするだろうと。でもやはり7月になってくると、どうしても忘れたりという方が出てくる可能性が

あるので、広報誌ないしは週報、あとは放送ですね、を使って、お忘れではないですかという形で

広報活動は行おうと考えております。先ほど議員のほうからもご指摘いただいた民生委員さんを

使ってというところも、今回ご意見いただきましたので、そこも検討させていただいて、できるだ

けもらい忘れがないような形で進めていきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

○議長（小沼正男君） 4番 伊藤 豊君。 

○４番（伊藤 豊君） ありがとうございます。 

  じゃあ次の話題、先ほど全協でちょっと聞きそびれたんですけど、商工観光課のほうの観光協会

事業者支援のほうです。このクラウドファンディングに対する補助に対して、先ほどなぜ4分の3か

ということを聞けなかったんですけど、いろんな国の雇用調整助成金だったりっていう国のほうも

最初は3分の2から10分の9なって、とうとう10分の10まで補助で出すというところで、なぜこれは観

光協会、また、大洗が観光の町である観光の主である商店に対する補助なのに4分の3というこの上

限を設けてしまったのかなというところをお伺いいたします。 

○議長（小沼正男君） 商工観光課長 長谷川満君。 
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○商工観光課長（長谷川満君） 伊藤議員の質問にお答えいたします。 

  観光協会への補助金の部分でございますけれども、当初観光協会からご相談、こういったクラウ

ドファンディングを行って支援を募るというような提案をいただいて、町のほうで補助をいただけ

ないでしょうかというようなご相談を伺った際にですね、クラウドファンディングのシステム料で

すね、それから上乗せ分のチケットの10％分を補助いただけないかというようなお話をいただいた

ところなんですけれども、町としましてもですね、やはり一部については事業所、または観光協会

のほうにもですね負担をいただくというようなところをご説明させていただきました。様々な補助

金の要綱等の状況等も鑑みましてですね、そのなかで4分の3は町が負担をさせていただいて、4分の

1についてはですね、観光協会さんのほうにもですねご負担をいただけないかというような形で協議

をさせていただいたなかで決定させていただいたところでございます。以上でございます。 

○議長（小沼正男君） 4番 伊藤 豊君。 

○４番（伊藤 豊君） 何が言いたいかというと、この状況は今頑張って、売り上げの前受金でしょ

うけど、頑張っているところに町としての姿勢を伝えられなかったのかなというところと、これは

いつ終わるかまだわからない。これは商工業に対する事業ですけど、これが二次産業、一次産業と

波及していく時も、まずここで4分の3しか補助してませんよという、もう先例をつけたことになっ

てしまいます。このコロナウイルスがもし長引いた時に、いろいろ、今回事業としてはここが一番

あれですよね、国から来たものでもなく、町独自で支援したものでしょうけど、大洗が観光業を推

しているという姿勢を明確にしていただきたいというのは、僕は100％補助をしていただきたいなと

いうところなんですけど、町長いかがでしょうか。 

○議長（小沼正男君） 町長 小谷隆亮君。 

○町長（小谷隆亮君） 伊藤議員のご質問でありますが、観光も大洗にとっては一番大事なところ、

ここのところをやっぱりいかに活性化していくかというようなことは最大の課題になってくると

思ってます。ですから、先ほども全協のなかでお話させていただいたようにですね、これから二弾、

三弾といろいろやっぱり活性化に向けた取り組みを強めていきたいと。臨時交付金も入ってきます

から、これはやっぱり地方が自由に使えるというような趣旨のお金にもなるというようなことであ

りますから、その活性化に向けていかにその有効適切に生かしていくかというようなことも考えて

おりますので、今回の補助制度は4分の3であってもですね、最終的に観光というものをやはり大洗

の基幹産業として、これからもより活性化を図っていかなきゃならん、その勢いをつけていくのに

どうしたらいいかということについて十分意を用いてですね効果の上がるような展開をしていきた

いというふうに考えていますので、どうぞひとつそういうところもご理解いただきたいというふう

に思っています。 

○議長（小沼正男君） ほかに。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） なければ、以上で質疑を終了します。 

  これより採決いたします。 
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  お諮りいたします。議案第37号 令和2年度大洗町一般会計補正予算（第2号）、原案のとおり決

することにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小沼正男君） ご異議なしと認めます。したがいまして、議案第37号は、原案のとおり決し

ました。 

 

 

          ◎報告第２号の上程、報告 

○議長（小沼正男君） 日程第6、報告第2号 令和元年度大洗町土地開発公社の決算報告について、

報告を求めます。副町長 斉藤久男君。 

          〔副町長 斉藤久男君 登壇〕 

○副町長（斉藤久男君） 報告第2号の令和元年度大洗町土地開発公社の決算報告につきまして、ご説

明を申し上げます。 

  3ページをお開きいただきたいと思います。 

  はじめに、令和元年度の事業報告書でございます。 

  「1．事業の概要」でございますけれども、令和元年度は五反田地区の一本松土地区画整理地内の

土地180.98平米を町に売却いたしましたほか、公社所有地の草刈りなどの維持管理を行いました。 

  次に、「2．庶務事項」でございますけども、役員7名、職員2名、いずれも町職員の兼務により運

営をしているところでございます。 

  続きまして、4ページをお開きいただきたいと思います。 

  令和元年度決算報告書でございますけれども、収入支出とも主な区分と決算額によりましてご説

明を申し上げます。 

  収入の第1款第1項の公有用地取得事業収益770万8,838円でございますけれども、先ほどご説明し

ましたとおり五反田地区の土地180.98平米を売却したことによる収入でございます。 

  次に、第2款第1項の受取利息763円は預金利息でございます。 

  次に、第3款の借入金につきましては、借り入れがございませんでした。 

  次に、第4款の繰越金は、前年度から2,586万4,496円を繰り越したところでございます。 

  以上、収入の決算額の合計は3,357万4,097円でございます。 

  続きまして、支出の主なものにつきましてご説明を申し上げます。 

  第1款第1項の公有用地取得費でございますけれども、新たな土地の取得はございませんでした。 

  第2款の販売費及び一般管理費といたしまして、11万6,758円を支出しており、これは公社が所有

している土地の草刈り費用のほか、振込手数料、法人税等の事務経費でございます。 

  第3款の事業外費用、第4款の借入金償還金、第5款の予備費につきましては、支出がございません

でした。 

  以上、支出の合計は11万6,758円でございます。 
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  よって、収支差し引きであります3,345万7,339円は、翌年度への繰越金とするものでございます。 

  5ページでございますが、以上の決算から損益計算書、6ページは貸借対照表を、また、7ページは

キャッシュフロー計算書を作成したものでございます。 

  説明は省略させていただきますので、後ほどお目通しをいただければと思います。 

  8ページをご覧願います。 

  財産目録についてご説明を申し上げます。 

  資産の部でございますけれども、1の流動資産につきましては、5,478万4,892円でございます。 

  内訳といたしましては、(1)の現金預金としまして、普通預金が3,345万7,339円、(2)の公有用地

といたしまして土地486.31平米、2,132万7,553円でございます。 

  固定資産につきましては、長期定期預金といたしまして、町からの出資金500万円でございます。 

  これらを合計いたしまして資産合計は5,978万4,892円となります。 

  続きまして、負債の部でございますけれども、本年度は負債はございません。 

  よって、正味資産といたしましては5,978万4,892円となってございます。 

  9ページ以降の監査意見でございます。並びに参考資料につきましては、お目通しをお願いしたい

と思います。 

  以上、令和元年度大洗町土地開発公社の決算につきまして、地方自治法第243条の3第2項の規定に

よりまして報告させていただくものでございます。 

  どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

○議長（小沼正男君） 以上、副町長からの報告のとおりでありますので、ご了承を願います。 

 

 

          ◎寄附の受け入れ 

○議長（小沼正男君） 日程第7、寄附の受け入れについて報告を求めます。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） それでは、寄附の受け入れについて報告をさせていただきます。 

  下記のとおり寄附の申し込みがあり、これを受け入れましたので報告をいたします。 

  一つは、茨城県東茨城郡大洗町港中央1番地、大洗ターミナル株式会社からの寄附でございます。

幸いにいたしましてターミナルの収支がですね黒字でというようなことになりまして、株主の皆

さん方にコロナ対策も含めて大変厳しい環境でありますので、この配当というようなことではなく

て、寄附金で同じように同額50万円ずつ寄附をさせていただいたところであります。そのターミナ

ルからの50万の受け入れでございます。 

  寄附の目的は、防犯パトロール資金の一助としてというようなことで、ありがたく活用させてい

ただこうというふうに思っております。 

  もう一つは、東京都文京区の株式会社千代田テクノルさんでございますが、マスク1万枚をご寄

附をいただいたところであります。この千代田テクノルさんにいち早くですね何か、なかなかマス
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クが入らない環境にありましたのでお願いをしましたところ、幸いにして早いうちにこの1万枚のご

寄附をいただいたことによりまして、ご案内のとおり65歳以上のお年寄りを、高年者を中心として2

枚ずつお送りさせていただくことができたところであります。そのほかに福祉関係の施設、あるい

は医療関係の施設等々を中心にですね、学校を含めて、そういう必要なマスクを送ることができた

ということでございます。 

  それから、その下のあおい情報システム株式会社のほうからも同じようにマスク3,000枚をいた

だいたところでございます。 

  さらに、つくば市にありますＴＫＣ株式会社でございますが、100万円、さきに基金のほうの予

算措置をさせていただいたところでありますが、コロナウイルス感染症対策の一助としてというよ

うなことで令和2年4月30日、ご寄附をいただいたところであります。ありがたく受け入れさせてい

ただきまして、有効適切に活用させていただく所存でありますので、宜しくお願いいたします。 

○議長（小沼正男君） 以上で寄附受け入れの報告は終わりました。 

 

 

          ◎要望書の提出 

○議長（小沼正男君） 審議すべき議案等は以上となりますが、ここで議会から町に対し、コロナウ

イルス感染防止拡大対策に関する要望書を提出させていただきます。 

  それでは、小谷町長、前へお願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する要望書 

  今般の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、政府は4月16日に全国を対象に緊急事態宣言

を発令しました。また、東京都を含む7都県での緊急事態宣言とあわせ茨城県や北海道、京都府を

加えた13都道府県については、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があると

して「特定警戒都道府県」と位置付けられました。 

  状況が刻々と変化する中において、町では新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、迅

速かつ適切な対応を講じているところではありますが、全国各地で連日新たな感染者の発生が続

き予断を許さない状況にあり、町民生活や地域経済に多大な影響を与えています。 

  大洗町議会は、新型コロナウイルス感染拡大を防止し、町民の生命、健康そして生活を守るた

め大洗町に対し全力での協力を誓うとともに、下記の事項についてご検討くださるよう要望いた

します。 

  【要望事項】 

  1 町民の生命と健康を守ることを最優先に、国・県、関係機関等との連携・協力を図ること。

また、町民の不安が募ることがないよう正確・迅速な情報提供に努めるとともに、相談支援体

制を確立する等、万全の対策を図ること。 

  2 コロナウイルス対策として国・県が行う各種支援策の情報を把握し、町内の実態を的確にと
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らえ町独自の支援策を検討すること。また、その必要に応じて予算措置を講ずること。 

  3 園児・児童・生徒の心身の健康、学習の機会が損なわれることがないよう努めること。 

  4 夏季期間のイベント等開催時に際してのコロナウイルス対策を検討し、町内でのコロナウイ

ルス感染リスクの低減や町民の生命と安全確保に努めること。 

  5 新型コロナウイルス感染拡大防止対策等の情報については、適時、町議会へ情報提供を行う

こと。 

  以上です。 

  宜しくお願いいたします。 

          〔町長へ要望書を渡す〕 

 

 

          ◎町長のあいさつ 

○議長（小沼正男君） それでは、閉会に当たり、小谷町長から発言を求められておりますので、こ

れを許可します。町長 小谷隆亮君。 

          〔町長 小谷隆亮君 登壇〕 

○町長（小谷隆亮君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。 

  本日は、コロナウイルス感染防止、自粛が大変深まっているなかにおきまして、お時間を割いて

いただき、協議会、臨時会を開催させていただき、皆さん方にまた、しかと提案をしたことをご審

議をいただきまして議決を賜りましたこと、厚くお礼を申し上げる次第であります。 

  今、議会からもご要望いただきましたように、その趣旨に沿って、私どもいち早く、できるもの

はもうどんどんやっていこうという立場で努力をさせていただいているところであります。 

  これからこの問題は長く続いていくんだろうというふうにもいわれているところでありまして、

そういうなかにおいても、早くやはりこの感染問題が終息されて、次にその活性化に向けた取り組

みができるような環境を早く創出することだというふうに思っておりますので、なお一層5月いっぱ

いはですね自粛を強めながら、しっかと成果の上がるような歩みを強めていければというふうに

思っておりますので、一層また皆さん方にもご理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 

  コロナ問題は非常に経済問題にもですね深刻化していくんだろうというふうにもいわれており

ますし、そういうなかにおいても財政も大変厳しくなっていくのでないかというふうなことも考え

られているところであります。いかようにあっても、我が町、皆さん方と一緒になって築き上げて

きたこの基盤、そしてこの資源、こういうものをしっかり今後とも生かしてですね、活性化に向け

た取り組みができるだろうというふうに確信をいたしておりますので、そういう立場になっていろ

いろと国の制度もしっかり生かしながら、また、町自体もあわせて、この町独自の振興策というよ

うなことも考えながら展開をしていきたいというふうに思っております。 

  私も9月が私の任期でありまして、次に担っていただく方にしっかりつなげられるようにですね、

さらに努力をして、コロナ問題にも対応してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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  本日は本当に貴重な時間、皆さん方に割いていただきましてありがとうございました。 

 

 

          ◎閉会の宣告 

○議長（小沼正男君） 本日の日程は全て終了いたしました。 

  以上をもちまして、令和2年第1回大洗町議会臨時会を閉会といたします。 

  各位大変ご苦労様でした。 

 

閉会 午後３時２４分 
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